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PCB 含有廃棄物について（第一報：改訂版） 

震災対応ネット-ワーク（廃棄物・し尿等分野） 

（取り纏め：国立環境研究所） 

 

原則事項（既通知事項） 

１．PCB 使用機器の判別、取り扱いについては、一般周知用、実務担当者用の注意文書が環境省から出て

いる（写真例、問い合わせ先あり）。 

http://www.env.go.jp/jishin/index.html 

http://www.env.go.jp/jishin/attach/saigai_pcb_jitsumu.pdf 

 

２．環境省産業廃棄物課から自治体へ連絡が行っているのでそれに従うことでよい（津波被災地域にお

ける災害廃棄物中のトランス等の電気機器の取扱いについて 平成23 年３月28 日事務連絡 環境省大

臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課から関係都道府県・政令市産業廃棄物主管部（局）御中

として）。 

 

高濃度 PCB 使用機器と微量 PCB 汚染機器とがあるが、高濃度 PCB 使用機器でのトランス、コンデンサ、

蛍光灯安定器、廃 PCB、その他 PCB と記載しているものなどは保管し、JESCO 室蘭での化学処理を行うこ

とになる。高濃度使用機器は銘板等識別情報で区別できるが、現場では難しい。自治体が識別情報を持

っているので、トランス、コンデンサ、柱上トランス等はすべて保管場所へ移動しておいて、自治体が

持っている識別情報と照らして、微量汚染機器とを後で区別すればよい。環境に影響の高い高濃度 PCB

使用機器の保管が最優先。 

以下、要点。 

（１）ＰＣＢ使用機器か否かの判別 

電柱に取り付けられている柱上トランス(柱上変圧器)は、製造時期に関係なく、ＰＣＢ使用機器ではな

い（注：微量ＰＣＢ混入可能性はある）。ＰＣＢ使用機器か否かが不明の機器については、念のためにＰ

ＣＢ使用機器とみなして取り扱う。 

（２）ＰＣＢ使用機器の取扱い等 

①状態（破損・漏れ）の確認 

破損・漏れが見られる場合は、機器を素手等で触れず近づかないようにするとともに、ビニールシート

で覆うなどにより周辺への飛散・流出を防止する。 

②他の廃棄物との分別・移動 

ＰＣＢ使用機器については、他の廃棄物と一緒に取り扱わずに分別する。破損・漏れのある機器につい

ては、密閉性のある容器に収納する、防水性のビニールシート等で機器全体を包装するなど、漏洩防止

措置を講じた上で移動させる。 

③自治体への情報提供 

ＰＣＢ使用機器である場合は、管轄自治体に連絡し、当該機器に関する基礎情報について可能な範囲で

情報提供する。特に、破損や漏れがある機器については、移動させずに自治体への連絡を速やかに行う。 



④保管場所での保管 

保管場所にはＰＣＢ廃棄物の保管場所である旨表示する。屋根のある建物内で保管するか、密閉性のあ

る容器に収納する、防水性のビニールシートで全体を覆うなど、必要な漏洩防止措置を講じる。 

他の廃棄物などが混入するおそれのないよう、仕切りを設ける、離れて保管するなどの措置を講じる。

保管場所ではＰＣＢ廃棄物が高温にさらされないための措置を講じる。地震等によりＰＣＢ廃棄物やそ

の収納容器が落下、転倒などしないような措置を講じる。 

 

災害廃棄物の中のＰＣＢ使用機器以外の電気機器については、至急の対応は必ずしも必要ではなく、他

の廃棄物やＰＣＢ使用機器とは別にして当面保管しておき、後で分析等の対応を行うことで差し支えな

い。破損・漏れが見られる場合は、念のためにビニールシートで覆うなどの措置を行う。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

漏れてしまったときどうするか？ 

 

０．『受電しているＰＣＢ機器を扱う際は感電する危険あり！』 

 

以降は、PCB 廃棄物及び微量 PCB 汚染廃電気機器等収集・運搬ガイドラインの「緊急時対策」部分を抜粋、

一部改変 

http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index.html (PCB 廃棄物) 

http://www.env.go.jp/recycle/poly/manual/index2.html (微量 PCB 汚染廃電気機器) 

 

１．漏洩時の留意事項 

（１）液体漏洩 

・漏洩物に触れたり、その中を歩いたりしない。 

・危険でなければ洩れを止める。 

・せき止めて吸引回収し、残留物は吸収材で取り除き、漏洩場所から移動して、後で適切に処理する。 

・排水溝、下水口、地下室、あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。 

（２）固体 

・粉末のこぼれは飛散しないようにして回収する。 

・シャベル等を用いて、容器等に回収し、後で適切に処理する。 

 

２．暴露・接触時の応急処置 いずれの場合も医師の診断を受ける 

（１）蒸気吸入：新鮮な空気の箇所で安静にする。 

（２）皮膚接触：PCB に汚染された衣服を脱ぎ、水並びに石けん水（アルカリ性の強いものは使用しな

い）で洗浄する。 

（３）眼：多量の洗浄水で１５分以上洗眼した後、３％のホウ酸水で洗眼する (コンタクトレンズをは

ずす) 

（４）口腔内に入った場合：吐き出して水でうがいを繰り返す。安静。 

（５）事後処置：緊急処置が終了した後は、関係都道府県・政令市等に状況報告を行う。 



３．流出・拡散の防止 

（１）保護眼鏡、呼吸用保護具、保護手袋等を着用し、流出した PCB 廃棄物を吸着マット、吸収材、ウ

エス、土砂等に吸収させ、又はウエス等で拭き取り、密閉できる容器に回収する。 

（２）PCB 廃棄物が付着した汚染物は、PCB 廃棄物として適切に処理する。 

 

高濃度 PCB 対応用の応急措置設備・器具リスト（例） 

 

微量 PCB 対応用の応急措置設備・器具リスト（例） 

 

 

４．環境調査 

PCB が公共用水域や土壌等に流出し、又は大気に放出された場合には、都道府県等の担当部局の指示に応

じて、水質、土壌、周辺大気等に関する調査を実施する。 

 



 

 

京都市ＨＰ 

出典：http://www.city.kyoto.lg.jp/kankyo/cmsfiles/contents/0000078/78785/ichiran.pdf 


